
 

 

公 告 

 

次のとおり、企画競争について公告します。 

 

令和 8 年 2 月 16 日 

全国健康保険協会高知支部 

支部長  内原 茂 

 

１ 企画競争に付する事項 

  令和 8 年度 被保険者に対する特定保健指導業務委託（特定保健指導専門機関） 

 

２  企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 16号第 1項の規定に基

づき厚生労働大臣が定める者」（平成 25年厚生労働省告示第 92号）第 2「特定保

健指導の外部委託に関する基準」を満たしていること。 

(2) 「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57年法律第 80号）及びその他関係

法令を遵守し、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第

４．１版）」、「標準的な健診・保健指導プログラム【令和 6年度版】」に沿って特

定保健指導を実施できること。 

  遠隔保健指導を実施する場合は、「遠隔保健指導実施通知」及び「遠隔保健指導

実施手引き」に則って実施できること。 

(3) 「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号）、「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令に基づき実施できること。 

(4) 特定保健指導の結果について、高知支部が指定する仕様に従い、厚生労働省の定

める電子的標準様式に基づく電子データを作成し、電子データを格納したファイ

ルを収録した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）によって提出が可能であること。 

(5) 保健指導機関番号を取得していること。 

(6) 全国健康保険協会会計細則第 30 条及び第 31 条の規定に該当しない者であるこ

と。 

(7) 「令和 07・08・09年度」厚生労働省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「役務

の提供等」において、いずれかの等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を

有する者であること。 

(8) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者で

あること。 

(9) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること 

(10) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 



 

 

(11) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中

でないこと。 

(12) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けてい

る者にあっては、直近１年間について保険料に未納がない者、健康保険組合等の

適用を受けている者にあっては、直近１年間について厚生年金保険料に未納がな

い者であること。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近１

年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。 

(13) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

(14) プライバシーマーク、ISO/IEC27001認証、JISQ27001認証のいずれかを取得し

ていること。 

(15) 過去 3年間において、当該案件と同規模以上の委託業務を請け負った実績を有

すること。 

(16) 全国健康保険協会の予算は、厚生労働大臣の認可を受けることとされているた

め、認可を受けられないときは、履行期間の変更又は契約不成立があり得ること

を了承する者であること。 

 

３  契約候補者の選定 

   企画競争説明書及び仕様書に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約

候補者一者を選定する。 

 

４  企画競争説明書を交付する日時及び場所 

（1）日時 本公告の日～令和 8 年 3 月 9 日  

    ※ 土曜日、日曜日、祝日を除く 9：00～17：00 まで 

 

 （2）場所 全国健康保険協会高知支部 企画総務グループ 担当：田井 

       ＴＥＬ：088－820－6012 ＦＡＸ：088－820－6023 

（3）配布 (2)まで取りに来る場合は、事前に担当へ連絡すること。 

      郵送を希望する者は、任意様式において送付先を FAX で連絡すること。 

 

５  企画競争説明書に対する質問の受付及び回答 

  質問は、下記によりＦＡＸ（Ａ４、様式自由）にて受け付ける。 

 （1）受 付 先  全国健康保険協会高知支部 企画総務グループ 

         担当：田井（競争参加資格に関すること） 

         担当：小椋（仕様に関すること） 

 （2）受付期間  令和 8 年 3 月 5 日 15：00 まで 

 （3）回  答  令和 8 年 3 月 6 日 17：00 までに競争参加者に対して電話又は FAX 

にて行う。 



 

 

６  企画書等の提出期限等 

（1）提出期限 令和 8 年 3 月 9 日 16：00 

（2）提出先 ４（2）に同じ 

（3）提出方法 直接提出（持参）または郵送とする。 

 ※ 郵送の場合は、書留郵便等到着状況を確認できる方法に限る。 

 

７ 企画書の無効 

  本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反し

た者の企画書等は、無効とする。 

 

８ その他 

  詳細は、企画競争説明書及び仕様書による。 

 

【参考】全国健康保険協会会計細則（一部抜粋） 

（競争に参加させることができない者） 

第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ

ない。 

（１）契約を締結する能力を有しない者。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

（２）破産者で復権を得ない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に掲げる者 

（競争に参加させないことができる者） 

第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があ

った後３年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。 

（１）契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者 

（２）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために

連合した者 

（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（４）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

（５）正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

（６）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

（７）前各号のいずれかに該当する事実があったことにより３年以内の期間を定めて競争に参

加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使

用した者 



 

 

２ 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競

争に参加させないことができる。 

３ 第１項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。 

 

 

 


